
 

- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年６月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和３年２月２２日 ０５時０５分ごろ～０５時４０分ごろの

間）（死亡推定時刻：２月下旬ごろ） 

発生場所 秋田県男鹿市椿漁港～男鹿半島西方沖 

 塩瀬埼灯台から真方位０７４°１.２海里（Ｍ）～２７６°４.２Ｍ

付近 

 （概位 北緯３９°５１.８′ 東経１３９°４６.９′～北緯３９°

５１.９′ 東経１３９°３９.９′） 

事故の概要  漁船第二十一鶴
つる

丸は、航行中、甲板員１人が落水して死亡した。 

事故調査の経過  令和３年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

漁船 第二十一鶴丸、１４トン 

 ＡＴ２－１１５３（漁船登録番号）、株式会社大雄産業 

 １６.００ｍ（Lr）×４.３２ｍ×１.７４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４４３.９０kＷ、平成６年７月５日 

 第２１０－３９７２９号（船舶検査済票の番号） 

 （写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の外観 
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 乗組員等に関する情報 船長 ３９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１６年１１月１日 

  免許証交付日 平成３０年１１月２日 

         （令和６年１０月３１日まで有効） 

甲板員Ａ ５９歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り～雨～曇り、風向 東～南西～北東、風力 １、 

   視界 良好 

海象：波向 南西、波高 約１ｍ、水温 約８℃ 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ及び機関員ほか甲板員２人が乗り組み、小

型機船底びき網漁の目的で、男鹿半島西方沖に向け、令和３年２月

２２日０５時００分ごろ椿漁港を出港したのち、船長が単独で操船に

当たり、甲板員Ａ及び機関員が船員室で、他の乗組員が船員室下にあ

る寝室でそれぞれ操業まで待機していた。 

 機関員は、０５時０５分ごろ単独で船員室の前方にある機関室に入

り、機関等の点検を行ったのちに船員室に戻ったところ、甲板員Ａの

姿が見えなかったが、甲板員Ａが寝室に行ったと思い、１人で船員室

に待機した。 

 本船は、目的地に近づき、０５時４０分ごろ船長が乗組員に操業準

備を指示するベルを鳴らし、ベルの音を聞いた他の甲板員が船員室で

着替えを始めた際に甲板員Ａの姿が見えないことに気付き、機関員が

操舵室の船長に甲板員Ａの姿が見えない旨を伝えた。 

 船長は、本船を停止させ、他の乗組員と共に船内を捜索したもの

の、甲板員Ａの姿がないので落水したと思い、付近にいた僚船に無線

で応援を依頼したのち、本船を反転させて往路を戻りながら甲板員Ａ

の捜索を始めた。 

 僚船の船長は、応援の要請を受けて消防署に通報し、０６時０７分

ごろ海上保安庁に消防本部から通報が行われ、固定翼機、巡視船等が

海上から、各団体の職員が陸上から甲板員Ａの捜索を行ったが、見つ

からなかった。 

 甲板員Ａは、４月３０日０７時３０分ごろ、青森県青森湾南西岸で 

発見され、揚収されたのち、ＤＮＡ鑑定により本人と確認され、死亡

推定時刻が２月下旬、死因は不詳と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  甲板員Ａは、本事故発生前、上衣にジャンバー、下衣にトレーニン

グパンツを着用しており、救命胴衣を着用していなかった。 

 船長によれば、甲板員Ａは、ふだん、自宅で晩酌はするものの、深

酒はせず、出漁の前日は１９時ごろに就寝しているので、寝不足など
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は考えづらく、出港前、甲板員Ａの体調等に異常は見受けられなかっ

た。 

 船長は、本船にはトイレの設備がなく、ふだん、乗組員が後部甲板

で用便をしていたので、本事故当時、甲板員Ａが後部甲板で用便をす

る際に落水したのではないかと思った。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        写真２ 後部甲板の右舷側 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 甲板員Ａの死因は、不詳であった。 

 甲板員Ａは、本船が椿漁港を出港して男鹿半島西方沖の漁場に向け

て航行中、落水して死亡したものと考えられる。 

甲板員Ａは、０５時０５分ごろ機関員が機関室に入るまで共に船員

室にいたこと、及び０５時４０分ごろ船長が操業準備を指示するベル

を鳴らし、このベルを聞いた他の甲板員が船員室で着替えを始めた際

に甲板員Ａの姿が見えないことに気付いたことから、この間におい

て、甲板員Ａが落水したものと考えられる。 

 甲板員Ａは、本船にトイレの設備がなく、ふだん、乗組員が後部甲

板で用便をしていたことから、甲板員Ａが用便をする際に落水した可

能性があると考えられる。 

 甲板員Ａが、救命胴衣を着用せずに落水したことは、甲板員Ａが行

方不明となったことに関与した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が男鹿半島西方沖の漁場に向けて航行中、甲板員Ａ

が落水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

本事故当時にあった 
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次のことが考えられる。 

 ・小型船舶の乗組員は、暴露甲板上では、救命胴衣を適切に着用す

ること。 

 ・船舶所有者は、操舵室内等に簡易トイレを設置することが望まし

い。 

 

  



 

- 5 - 

付図１ 事故発生場所概略図 
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